
令和６年度放課後児童会について 

今年度における、実施状況について以下のとおり報告いたします。 

 

１．オンライン申請の開始について（資料３－１） 

令和6年度から従来の窓口での受付に加えて、オンラインで入会申請を行えるようなり、２４時間

受付が可能な体制を構築しました。 

また、証明書を作成する事業者側の負担軽減のため、令和６年度から就労証明書の様式を、市

の独自様式から国作成の標準様式に変更しました。 

※7月末までに４３０件以上の申請をオンラインで受付。 

 

２．統括指導員（任期付き職員）の新設、配置について 

令和６年４月１日より、処遇改善の一環として、フルタイム（10:30～19:00）で勤務する任期付

き職員を統括指導員として、新設し、今年度４名（※郡津児童会、郡津児童会分室、私市児童会（２

名））の職員を採用しています。 

  

３．お弁当の配食サービスの開始について（資料３－２） 

小学校の長期休業期間中の保護者の労力の負担軽減の一環として、要望の多かったお弁当の

配食サービス制度を導入し、７月２２日の夏休み開始に合わせて提供しました。 

  ※今回の夏季休業期間においては、１社の登録で、400食の注文を受注。 

  ※冬休みも引き続き実施を予定しており、複数社の登録をめざし、地元業者等にも案内中 

 

４．私市児童会と私市児童会分室の統合について 

令和６年度から、市内全小学校で低学年における３０人以下学級を段階的に実施することにとも

ない、私市児童会分室として使用していた教室を小学校に返還することになりました。 

そのため、私市小学校のランチルームを借用することで定員数を増員し、4 月より、私市児童会と

私市児童会分室を統合して実施しています。 

※ランチルームには、エアコンが設置されていなかったため、新たにエアコンを設置。 

 

５．旭児童会の改修・増築工事について 

経年劣化による屋根・外壁工事とあわせて、多目的トイレと男女別々のトイレを設置するため、増

築工事を実施しています。 

※9月末に完成予定。 

資料３ 



６．倉治児童会の新築工事について 

令和７年４月１日からの運用開始をめざし、既存の倉治児童会とは別に倉治児童会（定員８０名）

を新築する工事を予定しています。 

※現在は、プレハブ及び学校の教室との 2 ヶ所で運用、入会児童数 130名 

 

７．交野みらい児童会の引っ越し 

令和７年４月１日から、新設の交野みらい学園へ交野みらい児童会を移転し、運用を開始します。 

※3月末の引っ越しに向け準備中 

 

８．タブレット端末等の導入について 

各放課後児童会の ICT化をめざし、タブレット端末の配布を進めています。 

現在、指導員への丁寧な説明をしながら、システムの活用等を行い、保護者の方も利用できる仕

組みとなるよう進めていく予定です。 

※連絡帳機能をオンライン化、児童・職員の入退室の管理、オンライン研修の実施等 

   

９．育児休業期間における継続利用について（資料３－３） 

育児休業期間中は、保護者が家庭におられることから、原則、放課後児童会は利用できないこと

となっていますが、育児休業期間終了後、再入会も予測されることから、児童の環境の変化等も考

慮し、今年度から継続利用を認めることとしました。 

  なお、家庭で保護ができる場合は、そちらを優先する等、児童との時間も大切にしていただくよう

お願いをしているところです。 

 



令和６年度交野市放課後児童会入会申請について

詳細は入会要領をご確認ください

申請に必要な書類

全員 該当者のみ

申請時提出物チェックシート

交野市放課後児童会入会申請書
（様式第１号）

就労証明書※ 又は 申告書（就
労以外の事由による証明欄）

口座情報報告書 新規入会の児童（継続入会の児童は５年
度の口座情報を引き継ぐため提出不要）

交野市放課後児童会会費等

減免申請書（様式第６号）
会費等減免制度の対象に該当する児童
（減免制度は入会要領P.4を参照）

配慮が必要な児童について
（保護者書き取りシート）

児童会での集団生活において、配慮が必
要な児童

食物アレルギーに関する調査票 食物アレルギーがある児童

※ きょうだいが６年度に認定こども園等に在園予定の場合は、６年度児童会入会申請における就労証明書
の提出を省略できる場合があります。詳細は裏面の中段をご確認ください。

申請受付期間・申請方法

青少年育成課
に提出

児童会
に提出

オンライン
で提出

新規入会

継続入会

受付時間
（上記受付期間中）

・平日 ：9:30-20:00
・1/6(土)：9:30-12:00
・1/7(日)：9:30-12:00

・平日 ：13:00-18:30
・1/6(土)：8:30  -18:30
・1/7(日)：受付なし

曜日に関わらず、

２４時間受付可能

必要書類は以下のとおりです。新規、継続に関わらず、６年度の入会希望者は全員申請が必要です。

申請の受付期間は以下のとおりです。また、６年度から新たにオンラインでの申請ができるように
なります。ご自身に合った方法で申請してください。

※ 1/6(土)の児童会受付は、土曜日開会の児童会のみです ※1/8(祝)はオンライン受付のみです

受
付

期
間

申
請
方
法

令和６年１月５日 ー令和６年１月１２日金 金

資料３ʷ１

オンライン
申請フォーム

NEW

書類作成
ｵﾝﾗｲﾝ申請
解説動画

・入会要領
・申請書類
様式等



就労証明書の様式変更
証明書を作成する事業者側の負担軽減のため、６年度から就労証明書の様式を、市の独自様式から
国作成の標準様式に変更します。この変更に伴い、入会要件の確認書類について、就労の要件の場
合は「就労証明書」を、就労以外の要件の場合は「申告書」をご提出ください。

入会要件の確認書類

令和５年度 令和６年度
就労

就労証明及び申告書
（市様式）

就労以外 就労

就労証明書（国様式）

就労以外

認定こども園等にきょうだいがいる場合の就労証明書の省略

就労証明及び申告書
（市様式） 申告書（市様式）

６年度に認定こども園等に在園するきょうだいがいる場合、児童会の申請と認定こども園等の現況届等
の手続きのため、本来は短期間に就労証明書を２度取得していただく必要があります。しかし、本市で
は保護者負担軽減のため、認定こども園等の手続きで、保護者がこども園課に提出する就労証明書を、
青少年育成課が確認することで、児童会の申請における就労証明書の省略を可能としています。

就労証明書の提出が省略できるのは、児童会の申請のみです

省略できない 省略できる

児童会入会申請

ʬ青少年育成課ʭ

ʬ申請者ʭ

就労証明書
を提出

現況届
入園内定

ʬこども園課ʭ

就労証明書
省略を希望

1月 2-3月

児童会の申請で証明書を提出し、その後、こども園課の
認定こども園等に係る現況届等の手続きで証明書の提出
を省略することは不可（青少年育成課に提出した証明書の証
明日がR6.1月以降の場合は、省略が認められる場合があります。
詳細はこども園課にご確認ください）

提供不可

児童会入会申請

ʬ青少年育成課ʭ

ʬ申請者ʭ

就労証明書
を提出

現況届
入園内定

ʬこども園課ʭ

就労証明書
省略を希望

1月 2-3月

提供可

今後のスケジュール

１/５-１/１２ ２月末ー３/22 ３月 ４/１２月末頃 ３月 ２月末ー３/22４/１

入会説明会 児童会入会申請書類の受付 入会可否を市から通知

ʬ入会決定の場合のみʭ ʬ入会決定の場合のみʭ

以下のとおり予定しています。入会の可否は２月末頃に書面で通知します。

・新規入会者のみが対象
・日程等の詳細は２月末

の入会可否の通知に同封

ʬ問い合わせʭ交野市教育委員会青少年育成課 TEL：072-892-7721（ガイダンス２） MAIL：ikusei@city.katano.osaka.jp

こども園課の認定こども園等に係る現況届等の手続き
で、こども園課に就労証明書を提出する予定がある場
合は、児童会の入会申請では、就労証明書の提出の省
略が可能（こども園課に提出があった就労証明書を青少年育
成課が確認します）

・新規入会者は同封の「自動
払込利用申込書」をゆうちょ
銀行に提出してください



ご注文方法 ※別紙のご注文の手引きをご覧ください

0120-937-235無料

受付時間 : 午前9時～午後6時

みなさまのご注文を心よりお待ちしております

■ 対象：ご契約の学校または施設在籍の児童・生徒。
            学校・施設職員の皆さま。

ご注文は「学割専用ホームページ」へ

「ワタミの宅食」受付センター

※電話番号のお掛け間違いに、ご注意ください。※非通知設定されている方は、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど番号を通知し
てお掛けください。■お客さまに関する情報は、各種商品の宅配・発送・サービス・イベント・キャンペーンのご案内ほか、個人を特定しない統計
情報として利用させていただきます。詳しくは弊社ホームページ「プライバシーポリシー」をご覧ください。（2024年6月の情報を掲載）

ワタミ株式会社

ご指定の学校・施設へお弁当をお届けします。
必要な分をご注文するだけ。
もうお弁当の心配はいりません。

お気軽に
お問合せ
ください！

昼食のご用意は
「ワタミの宅食」に
おまかせください！

注文から
お届けまで

毎週水曜日までに
翌週分を注文する

翌週から、学校／施設に
お届けします。

●お箸やスプーンなどは、ご家庭で準備をお願いいたします。
　 環境への配慮にご協力をお願いいたします。

持続可能な開発目標(SDGs)の達成にむけて
ワタミグループでは、SDGs（国連で採択された「持続可能な開発のための2030年までの目標」）の目標達成に向けて積極的に取り組んでいます。

ご注意 （ご注文前に、必ずご確認ください。）
●アレルギー対応のお弁当・お惣菜はございません。保護者さまの責任においてご注文ください。
●お弁当を温めず冷たいまま喫食する場合は必ずお届け当日14時までにお召し上がりください。
●お弁当・お惣菜の持ち帰りは、食品衛生上の観点からご遠慮いただいております。
●食べ残しは帰宅後にお召し上がりにならないようお願いいたします。
　万が一お召し上がりになった際の責任は負いかねます。
●都合により、献立を変更させていただく場合がございます。
●天災などやむを得ない事情によりお届けが遅れる、またはできない場合がございます。
●受付締切後の追加・変更・キャンセルは、土日祝日を除くお届け日の2日前までの午前9時～午後3時の対応と
   させていただいております。
●休校などの影響で施設自体がお休みとなる場合や病欠などの場合は、2日前午後３時までにご連絡ください。
　恐れ入りますが、以降のキャンセルはお受けできません。また、その際、ご自宅などへのお届けはできかねます。

●ご注文は「ワタミの宅食 学割専用ホームページ」より入力をお願いします。
　※「学割専用ホームページ」以外のサイトからのご注文は通常価格となりますのでご注意ください。
●お支払いは「クレジットカード払い」のみ受け付けております。
●お届け先情報の郵便番号には学校・施設からのお知らせに記載されている
　施設番号を入力してください。

https://www.watami-takushoku.co.jp/category/gakudo
スキャンはこちら！

資料３－２



お好みの商品をご注文ください ! 日替わりで商品変更も可能です。

※宅食®はワタミ株式会社の登録商標です。

ごはんは付いておりません。おかずのみの商品です。ごはんや
おにぎりはご持参ください。

本来は温めて召し上がっていただく商品のためごはんが硬め
になっています。ご了承ください。 ※5日間コース平均 ※5日間コース平均

※5日間コース平均

●ごはん量 約110g

●10品目以上（食材数・毎日）
●食塩相当量 2.0g 以下
●350kcal 基準

●12品目以上（食材数・毎日）
●食塩相当量 2.0g 以下
●250kcal 基準

620円
（税込） 620円

（税込）

550円
（税込）

●15品目以上（食材数・毎日）
●食塩相当量 4.0g 以下
●たんぱく質20g基準
●500kcal 基準

◎品目数、食塩相当量、熱量、野菜量、たんぱく質量は1食あたりの数値です。◎熱量、栄養素の補給につながる調味料の一部（油脂類、小麦粉などの粉類、砂糖、味噌など）は1品目として数えてい
ます。◎熱量の基準値は5日間コース平均で±50kcalの範囲としています。◎野菜量には、いも類、きのこ類、豆類、海藻類を含みます。◎栄養成分値、野菜量は献立作成時の計算値です。目安の
数値としてお考えください。※写真は1人用の献立例のイメージです。

※

●ごはん量 約150g

●15品目以上（食材数・毎日）
●食塩相当量 2.5g 以下
●500kcal 基準※

※

●野菜量 120g以上

●20品目以上（食材数・毎日）
●食塩相当量 3.0g 以下
●400kcal 基準※

※
●たんぱく質 15g基準※

※

※ ※
※

※
※

※

ごはん
付き

惣菜
のみ

惣菜
のみ

管理栄養士監修のバランスのとれたお弁当を毎日日替わりでお届けします。
1日からご注文可能。学割価格でご利用いただけます。

ごはん
付き

惣菜
のみ

本来は温めて召し上がっていただく商
品のためごはんが硬めになっていま
す。ご了承ください。 ※5日間コース平均

ごはんは付いておりません。おかずの
みの商品です。ごはんやおにぎりはご持
参ください。 ※5日間コース平均

ごはんは付いておりません。おかずの
みの商品です。ごはんやおにぎりはご持
参ください。

680円
（税込）

通常価格

590円
（税込）

通常価格

550円
（税込）

590円
（税込）

通常価格

690円
（税込）

790円
（税込）

通常価格

690円
（税込）

通常価格

「ワタミの宅食」を
ご利用ください!

毎日のお弁当は

「ワタミの宅食」を
ご利用ください!

毎日のお弁当は
「ワタミの宅食」を
ご利用ください!

毎日のお弁当は

「ワタミの宅食」を
ご利用ください!

毎日のお弁当は 学割



宅食（お子さま 姓）

太郎（お子さま 名）

タクショク

タロウ

000 0000 ※ワタミ専用施設番号

保護者さま・姓

保護者さま・名

東京都

学校・施設名 ←自動入力

【ネット会員登録】
①お届け先情報の入力

姓：お子様：姓 を入力
名：お子様：名 を入力

郵便番号：ワタミ専用施設番号
『●●●-●●●●』を入力

住所：自動入力ボタンを押す
番地： 学割 と入力

電話番号：保護者さまの携帯番号

生年月日：お子さまのお誕生日

性別：お子さまの性別

②ご注文者さま情報の入力
★【お届け先とご注文者様情報が
別の場合】を必ずチェック

お名前：保護者さま氏名

住所：ご自宅の住所

電話番号：保護者さまの携帯番号

お届け先との関係：選択
連絡先の優先順位：ご注文者さま

別紙チラシQRコードを読み取り

※その他の入力項目については、
登録画面に指示に沿ってご入力ください。

学割 ←手入力

※自動入力された「学校・施設名」が異なる場合は、
施設番号に間違いがないかご確認ください

★ご注文の手引き
【ご利用手順】



【ご注意・ご確認事項】
●インターネットよりご注文いただいた内容
は、お客様マイページよりご確認いただけ
ます。また、ご注文完了後、リマインド
メールがご登録メールへ配信されますので、
ご確認ください。

●ご注文の管理は保護者様の責任でお願い致
します。

●急なお休み等でキャンセルの場合も、お弁
当の持ち帰りは原則禁止とさせていただき
ます。

●容器はお子さまに水洗いをしていただき返
却していただきます。

●お問い合わせは、ワタミ受付センターへ
ご連絡ください。

【注文入力後の流れ】

①お支払方法を選択
「クレジットカード」を選択
※「現金」でのお支払いはできません。

②ご確認事項の入力
・注文のきっかけ
⇒プルダウンメニューより
「17.その他」をお選びください

・ご希望記入欄
⇒ご兄弟姉妹で注文の際は、兄弟
姉妹の名前を記入してください。

⇒ご兄弟姉妹で異なった商品を
ご注文の場合、それぞれのお
名前と商品名を入力してくだ
さい。

例：・太郎：まごころ御膳
次郎：まごころ手鞠

③クレジット情報の入力
・クレジットカードでのお支払い
の注意事項を確認 ⇒チェック

・クレジット決済画面へ進む
⇒クレジットカード情報の入力

太郎：まごころ御膳
次郎：まごころ手鞠



育児休業期間における児童会の継続入会について

保護者が下のきょうだいの育児休業を取得する場合は、家庭内での児童の保育が可能であると
判断できるため、原則、その期間は児童会に入会することができません。
ただし、既に児童会に入会している児童で、児童の環境変化が好ましくない等の理由から、保
護者が特に希望する場合は、今年度より、例外的に育児休業期間の継続入会を認めることとし
ます。

育児休業を取得する場合の手続き

資料３－３児童会入会児童の保護者 様

復職育児休業産後休業出産産前休業

原則
育児休業期間に休会
又は退会が必要

入会可 休会又は退会 再入会

例外(６年度から)

育児休業期間も継続
して入会を認める

継続して入会が可能

休会又は退会 継続入会

対象者 育児休業を取得する人

育児休業を取得する人のうち、休会
等による児童の環境の変化が好まし
くない等の理由で、継続して児童会
に入会することを特に希望する人

手続き
育児休業開始までに「休会申請書」
又は「退会届」を、児童会又は青少
年育成課に提出

育児休業開始まで(※)に「継続入会
申出書」を、児童会又は青少年育成
課に提出

備考
年度内に復職する可能性がない場合は、
退会をお願いしています(児童会は年度
ごとに入会申請が必要なため)

・アルバイト等で育児休業制度が適用
されない場合等でも、再雇用の約束
があれば、育児休業扱いとします

・児童会で待機児童が発生している際
は、継続入会を認められない場合が
あります

以下のいずれかの手続きをお願いします。

例外

その他

・各手続きに必要な様式は、児童会及び青少年育成課に設置しています

【問い合わせ】
交野市青少年育成課 TEL：072-892-7721 MAIL：ikusei@city.katano.osaka.jp

※令和６年４月から育児休業を取得する人等、本通知の発出時期の影響で、育児休業開始までに「継続入会申出書」の提出が
困難な場合は、育児休業開始後の提出で構いませんので、速やかに手続きをお願いします

原則



交野市長　　　あて

児童会

以下のとおり、育児休業を取得（休職）しますが、児童会の継続入会を申し出ます。

申出理由
□ 　児童の環境を変えたくないため

□ 　その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

上記の者の育児休業等を次のとおり証明します。

【育児休業を取得する場合】

□　令和　　　年　　　月　　　日（延長の可能性あり）
□　新生児の保育所等入所次第
□　復職日が確定している（★復職日を記入）

【パート・アルバイト等の方で、出産が理由で退職となるが、再雇用の約束がある場合】

□　令和　　　年　　　月　　　日
□　新生児の保育所等入所次第

証明日

令和　　　　年　　　　月　　　　日

所在地

事業所名等

代表者

（記入担当者名 電話 ）

◎この申出書は、児童会継続入会にかかる重要な資料となるため、勤務先の担当者が事実のとおりにご記入ください。
訂正の場合は記入担当者が二重線での訂正をお願いします。

◎記入漏れ等がある場合、担当者に問い合わせすることがあります。

児 童 氏 名 　　年

　出　産　日 　令和　　　　　年　　　　月　　　　日

児 童 氏 名

事　業　所　記　入　欄　　　（申出者本人が記入した場合は無効）

学年

学年 　　年

退職日 令和　　　　年　　　　月　　　　日 再雇用日

休業期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　　から

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住 所

保 護 者 氏 名
（育児休業取得者）

★復職日

　　年学年児 童 氏 名

児 童 会 名

受付印


